
 
地域保健医療協議会設置要綱  

 

（ 設 置）  

第 １  地 域 特 性 等 を 踏 ま え た 総 合 的 な 保 健 医 療 施 策 を 計 画 的 に 推 進

し 、 多 摩 ・ 島 し ょ 地 域 に お け る 保 健 衛 生 の 向 上 と 健 康 で 安 全 な 地

域 づ く り を 図 る た め 、 二 次 保 健 医 療 圏 ご と に 地 域 保 健 医 療 協 議 会

（ 以 下「 協議 会」と い う。 ）を 設置す る 。  

（ 名 称）  

第 ２  協 議会 の名称 は 、次 のと おりと す る。  
 

二次保健医療圏  協   議    会    名  

 西 多 摩 保 健 医 療 圏  西 多 摩 地 域 保 健 医 療 協 議 会 

 南 多 摩 保 健 医 療 圏  南 多 摩 地 域 保 健 医 療 協 議 会 

 北多摩西部保健医療圏  北 多 摩 西 部 地 域 保 健 医 療 協 議 会 

 北多摩南部保健医療圏  北 多 摩 南 部 地 域 保 健 医 療 協 議 会 

 北多摩北部保健医療圏  北 多 摩 北 部 地 域 保 健 医 療 協 議 会 

 島 し ょ 保 健 医 療 圏  島 し ょ 地 域 保 健 医 療 協 議 会 

 

（ 協 議事 項）  

第 ３  協 議会 は、次 の 事項 につ いて協 議 する 。  

  (1) 地 域 保健 医療 対 策の 総合 的な推 進 に関 する 事項  

  (2) 地 域 保健 医療 推 進プ ラン の策定 、 推進 及び 評価に 関 する 事項  

  (3) 保 健 ・医 療・ 福 祉の 連携 に関す る 事項  

(4) 保健所の運営に関する事項  

  (5) そ の 他保 健医 療 対策 の充 実に関 し 必要 な事 項  

（ 構 成等 ）  

第 ４  協 議会 は、保 健 医療 関係 機関・ 団 体の 代表 、福祉 関 係機 関・

団 体 の代 表、保健医 療 を受 ける 立場の 者 、学 識経 験等を 有 する 者、

市 町 村代 表等 のうち か ら 保 健医 療局長 が 委嘱 し、 又は任 命 する 委

員 ４ ０名 以内 で 構成 す る。  

   た だし 、これ に より 難い 場合は 、 別途 定め る こと と する 。  

 ２  別 表に 記載 の 役 職に ある 者につ い ては 、委 員とし て 指定 する

も の とす る。  

 ３  協 議会 に出席 し た 委 員（ 代理出 席 した 者を 含む）に 対し ては 、

都 の 定め る基 準によ り 謝礼 金を 支払う こ とが でき る。  

（ 委 員の 任期 ）  

第 ５  委 員の 任期は 、 ２年 以内 とする 。 ただ し、 再任を 妨 げな い。  

２  当 該 委 員 が 欠 け た 場 合 に お け る 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の

残 任 期間 とす る。  

（ 会 長及 び副 会長）  

第 ６  協 議会 に会長 及 び副 会長 を置く 。  
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２  会 長 は 、 委 員 の 互 選 に よ り 、 副 会 長 は 会 長 の 指 名 に よ り 選 任 す

る 。  

３  会長 は、 協議会 の 会務 を総 理する 。  

４  副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 が あ る と き は 、 そ の 職 務

を 代 理す る。  

（ 部 会）  

第 ７  協 議 会 に 、 専 門 的 な 事 項 を 検 討 す る た め の 部 会 を 設 置 す る こ

と が でき る。  

２  部会 は、 委員の う ちか ら会 長が指 名 する 者を もって 構 成す る。  

３  部会 に部 会長を 置 き、 部会 の委員 の 互選 によ り 定め る 。  

４  部会 長は 、部会 を 総括 する 。  

（ 幹 事会 ）   

第 ８  協 議 会 に 、 協 議 会 を 補 佐 す る た め の 幹 事 会 を 設 置 す る こ と が

で き る。  

２  幹 事 会 は 、 委 員 の う ち か ら 会 長 が 指 名 す る 者 並 び に 市 町 村 及 び

保 健 所 職 員 の う ち か ら 別 紙 １ に 掲 げ る 保 健 所 の 長 が 委 嘱 又 は 任 命

す る 者を もっ て構成 す る。  

３  幹事 会に 幹事長 を 置き 、会 長が指 名 する 者を もって 充 てる 。  

４  幹事 長は 、幹事 会 を総 括す る。  

（ 特 別委 員）   

第 ９  都 民 及 び 地 域 住 民 の 代 表 の 意 見 を 二 次 保 健 医 療 圏 の 保 健 医 療

施 策 や保 健所 運営に 反 映さ せ 、保 健医 療 の一 層の 充実を 図 るた め、

保 健 所 所 管 区 域 選 出 の 東 京 都 議 会 議 員 及 び 保 健 所 所 管 区 域 の 市 町

村 長 を特 別委 員とす る 。  

（ 専 門委 員）  

第 10 協 議会 、部会 及 び幹 事会 に、専 門 委員 を置 くこと が でき る。  

２  専 門 委 員 は 、 会 長 が 指 名 し 、 別 紙 １ に 掲 げ る 保 健 所 の 長 が 委 嘱

又 は 任命 する 。  

（ 保 健所 協議 会）  

第 11 南 多 摩 保 健 医 療 圏 に お い て は 、 東 京 都 南 多 摩 保 健 所 の ほ か 、

保 健 所 を 設 置 す る 市 が 存 在 す る た め 、 当 該 保 健 所 管 内 の 保 健 医 療

施 策 に 関 す る 事 項 等 を 協 議 す る こ と を 目 的 と し て 、 当 該 保 健 所 に

保 健 所協 議会 を置く 。  

２  保 健 所 協 議 会 の 構 成 、 運 営 等 に つ い て は 、 別 途 定 め る 運 営 要 綱

に よ る。  

（ 招 集等 ）  

第 12 協 議会 、部会 及 び幹 事会 は、会 長 が招 集す る。   

２  会 長 は 、 必 要 に 応 じ て 協 議 会 、 部 会 及 び 幹 事 会 に 委 員 以 外 の 者

の 出 席を 求め 、又は 他 の方 法で 意見を 聴 くこ とが できる 。  

（ 会 議及 び会 議録等 の 取扱 い）  

第 13 会 議、会 議録 及 び会 議に 係る資 料（ 以下「 会議録 等」とい う。）

は 、 公 開 す る 。 た だ し 、 会 長 、 部 会 長 、 幹 事 長 又 は 委 員 の 発 議 に

よ り 出 席 委 員 の 過 半 数 に よ り 議 決 し た と き は 、 会 議 又 は 会 議 録 等

を 公 開し ない ことが で きる 。  

２  会 議 又 は 会 議 録 等 を 公 開 す る 場 合 に お い て は 、 会 長 、 部 会 長 又

は 幹 事長 は、 必要な 条 件を 付す ことが で きる 。  

 



（ 事 務局 ）  

第 14 協 議 会 、 部 会 及 び 幹 事 会 の 事 務 局 は 、 別 紙 １ に 掲 げ る 保 健 所

と す る。  

（ 補 則）  

第 15 こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 協 議 会 の 運 営 に 関 し て 必 要 な

事 項 は、 会長 が別に 定 める 。  

２  特 別 委 員 の 任 期 に つ い て は 、 そ の 職 の 在 任 期 間 を も っ て 任 期 と

し 、 知事 が委 嘱する 。  

 

  附  則  

 こ の要 綱は 、平成 １ ５年 ４月 １日か ら 施行 する 。  

 

  附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ６ 年 ４ 月 ８ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 １ ６ 年 ４ 月 １

日 か ら適 用す る。  

 

  附  則  

 こ の要 綱は 、平成 １ ６年 ８月 １日か ら 施行 する 。  

 

  附  則  

 こ の要 綱は 、平成 １ ７年 ９月 １２日 か ら施 行す る。  

 

  附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ １ 年 ７ 月 １ ０ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ２ １ 年 ７ 月

１ ４ 日か ら適 用する 。  

 

   附  則 

 こ の 要綱 は、 平成 ２ ４年 １月 ２０日 か ら施 行す る。  

 

  附  則 

 こ の 要綱 は、 令和 ５ 年４ 月１ 日から 施 行 す る。  

   

附  則 

 こ の 要綱 は、令和 ５ 年９ 月１ ２ 日か ら 施行 し、令和５ 年 ７月 １日 か

ら 適 用す る。  

 

附  則  

 こ の要 綱は 、令和 ５ 年１ １月 １日か ら 施行 する 。  

 



別 紙 １  

 

 
 

協 議 会 の 名 称  保 健 所  名  

 西 多 摩 地 域 保 健 医 療 協 議 会  東 京 都 西 多 摩 保 健 所 

 南 多 摩 地 域 保 健 医 療 協 議 会  東 京 都 南 多 摩 保 健 所 

 北 多 摩 西 部 地 域 保 健 医 療 協 議 会  東 京 都 多 摩 立 川 保 健 所 

 北 多 摩 南 部 地 域 保 健 医 療 協 議 会  東 京 都 多 摩 府 中 保 健 所 

 北 多 摩 北 部 地 域 保 健 医 療 協 議 会  東 京 都 多 摩 小 平 保 健 所 

 島 し ょ 地 域 保 健 医 療 協 議 会  東 京 都 島 し ょ 保 健 所 

 



別表 

 

１   西多摩地域保健医療協議会 

(1) 市立青梅総合医療センター院長 

(2) 公立福生病院院長 

(3) 公立阿伎留医療センター院長 

２  南多摩地域保健医療協議会 

(1) 東京医科大学八王子医療センター病院長 

(2) 東海大学医学部付属八王子病院院長 

(3) 町田市民病院院長 

(4) 日野市立病院院長 

(5) 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立多摩南部地域病院院長 

(6) 日本医科大学多摩永山病院院長 

(7) 稲城市立病院院長 

３  北多摩西部地域保健医療協議会 

(1) 国家公務員共済組合連合会立川病院院長 

(2) 独立行政法人国立病院機構災害医療センター副院長 

４  北多摩南部地域保健医療協議会 

(1) 日本赤十字社武蔵野赤十字病院院長 

(2) 杏林大学医学部付属病院院長 

(3) 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立多摩総合医療センター院長 

(4) 東京慈恵会医科大学附属第三病院院長 

(5) 多摩府中給食施設協議会会長 

５  北多摩北部地域保健医療協議会 

(1) 公立昭和病院院長 

(2) 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立多摩北部医療センター院長 

(3) 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院院長 

６  島しょ地域保健医療協議会 

(1) 医療法人社団藤清会理事長 

(2) 社会福祉法人椿の里大島老人ホーム施設長 

(3) 社会福祉法人新島はまゆう会新島老人ホーム施設長 

(4) 三宅島民生児童委員協議会会長 

(5) 八丈島民生児童委員協議会会長 

 

 








